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は
じ
め
に

わ
が
国
に
お
け
る
放
鷹
の
歴
史
は
古
い
。
そ
の
長
き
に
わ
た
る
伝
統
を
保
持
し
え

た
の
は
、
そ
れ
が
信
仰
文
化
や
故
実
伝
承
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
展
開
し
、
狩
猟

の
実
技
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
鷹
狩
り
と
い
う
行
為
に
ま
つ
わ
る
文
化
事
象
に
も
多

く
の
価
値
が
お
か
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
中
で
も
、中
世
末
期
以
降
の
鷹
狩
り
は
、

主
に
武
家
の
た
し
な
み
と
し
て
扱
わ
れ
、
一
種
の
礼
法
と
み
な
さ
れ
た
。
礼
法
に
特

化
し
た
鷹
術
は
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
を
成
立
さ
せ
、
当
時
の
鷹
狩
り
の
隆
盛
は
、
多
彩

な
流
派
の
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

鷹
術
の
流
派
に
つ
い
て
、最
も
早
い
段
階
で
言
及
し
て
い
る
先
学
の
研
究
と
し
て
は
、

戦
前
の
宮
内
省
式
部
職
が
編
纂
し
た
『
放
鷹
』①

に
見
え
る
関
連
項
目
の
解
説
が
挙
げ

ら
れ
る
。
同
書
に
よ
る
と
、
公
家
流
・
武
家
流
の
種
々
雑
多
な
鷹
術
流
派
に
関
す
る

解
説
が
無
作
為
に
列
記
さ
れ
て
い
る
中
で
、
そ
れ
ら
が
一
様
に
「
鷹
書
」
と
称
す
る

鷹
狩
り
の
伝
書
を
伴
っ
て
展
開
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
中
世
末
期

以
降
に
は
、
全
国
各
地
で
大
量
の
鷹
書
が
書
写
・
制
作
さ
れ
、
そ
の
多
く
は
何
某
か

の
流
派
を
称
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
比
較
的
早
い
時
期
に
最
大
勢
力
を
有
し

た
鷹
術
と
し
て
祢
津
流
が
あ
げ
ら
れ
る
。
当
流
派
は
、
信
州
小
縣
郡
祢
津
（
現
・
長
野

県
東
御
市
）
を
本
貫
地
と
す
る
祢
津
氏
ゆ
か
り
の
鷹
術
で
、室
町
期
に
は
す
で
に
成
立

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
各
地
に
広
く
流
布
し
た
き
っ
か
け
は
、
戦
国
時

代
に
家
元
の
一
族
で
あ
る
松
鷂
軒
（
信
直
）
が
徳
川
家
康
に
仕
え
た
こ
と
に
よ
る
。
祢

津
流
は
、
徳
川
将
軍
（
家
康
）
所
縁
の
流
派
と
し
て
権
威
付
け
さ
れ
る
こ
と
で
、
当
時

の
武
士
た
ち
の
間
で
格
式
高
い
鷹
術
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
、
全
国
に
広
ま
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る②
。

次
に
、
近
世
中
期
以
降
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
〝
家
康
所
縁
〞
の
祢
津
流
の
鷹

術
と
並
行
し
て
、徳
川
幕
府
八
代
将
軍
〝
吉
宗
所
縁
〞
の
流
派
と
さ
れ
る
「
吉
田
流
」

の
鷹
術
が
武
家
の
間
で
隆
盛
す
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
吉
宗
が
将
軍
に
就
任
す
る

際
、
紀
州
藩
の
鷹
匠
た
ち
を
抜
擢
し
て
公
儀
鷹
匠
に
任
命
し
た
こ
と
に
あ
る
。
と
い

う
の
も
、紀
州
藩
出
身
の
こ
れ
ら
の
鷹
匠
た
ち
は
、こ
と
ご
と
く
吉
田
流
の
鷹
匠
だ
っ

た
の
で
あ
る③
。
そ
の
た
め
、
吉
田
流
の
鷹
術
は
、
ま
ず
は
江
戸
に
住
む
公
儀
鷹
匠
た

ち
の
間
で
爆
発
的
に
広
ま
っ
た
。
次
い
で
、
公
儀
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
趨
勢
と
連

動
す
る
よ
う
に
し
て
、
仙
台
藩
の
鷹
匠
た
ち
に
吉
田
流
が
拡
散
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ

ち
、
堀
田
幸
義
に
よ
る
と④
、
仙
台
藩
の
放
鷹
制
度
は
早
く
か
ら
幕
府
の
そ
れ
に
影
響

を
受
け
て
い
た
と
い
い
、
さ
ら
に
吉
宗
の
時
代
に
は
、
仙
台
藩
の
鷹
匠
た
ち
が
幕
府

に
招
か
れ
て
「
鷹
術
」
を
説
い
た
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
両
者
の
間
に
は
積
極
的
な
交

流
が
あ
っ
た
と
い
う⑤
。
こ
の
よ
う
な
幕
府
と
仙
台
藩
に
お
け
る
放
鷹
を
介
し
た
親
密

な
関
係
に
よ
り
、
仙
台
藩
で
は
吉
田
流
の
鷹
術
が
公
儀
鷹
匠
経
由
で
受
容
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
同
藩
に
仕
え
た
鷹
匠
た
ち
に
は
、
吉
田
流
を
称
す
る
鷹
書
が
多
数
伝
来

し
た⑥
。

稿
者
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
〝
将
軍
所
縁
の
鷹
術
流
派
〞
が
、
中
近
世
期
の

武
家
の
放
鷹
文
化
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た⑦
。
本
稿
に
お
い

吉
田
流
の
鷹
術
伝
承

―
仙
台
藩
の
事
例
を
手
掛
か
り
に
し
て

―

二 

本 
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て
も
、
そ
の
役
割
の
大
き
さ
に
注
目
す
る
立
場
か
ら
、
仙
台
藩
の
鷹
匠
に
伝
来
し
た

吉
田
流
の
鷹
書
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
中
期
に
仙
台
藩
に
仕
え

た
鷹
匠
の
佐
藤
家
伝
来
の
吉
田
流
の
テ
キ
ス
ト
を
取
り
上
げ
、
そ
の
叙
述
内
容
の
特

徴
に
つ
い
て
検
証
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仙
台
藩
に
お
い
て
展
開
し
た
吉
田

流
の
鷹
術
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
、
近
世
期
に
お
け
る
武
家
の
鷹
術
の
隆
盛
を
支
え

た
文
化
背
景
を
解
明
す
る
一
手
立
て
と
し
た
い
。

一
、
仙
台
藩
の
鷹
匠
に
伝
来
し
た
吉
田
流
の
鷹
書

堀
田
に
よ
る
と⑧
、
仙
台
藩
で
は
四
代
藩
主
伊
達
綱
村
の
時
代
の
延
宝
五
年

（
一
六
七
七
）
に
、
そ
れ
ま
で
の
「
御
鷹
師
頭
」「
御
鷹
匠
頭
」
は
「
御
鳥
屋
頭
（
鳥
屋

頭
・
塒
頭
）」
に
銘
目
を
変
更
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
仙
台
藩
で
は
、
こ
の
鳥
屋
頭
を
務

め
る
い
く
つ
か
の
家
が
鷹
術
を
伝
え
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
と
時
期
を
同
じ
く
し

て
、
同
藩
に
お
い
て
吉
田
流
の
鷹
術
が
一
気
に
広
ま
っ
た
ら
し
い
。
近
世
中
期
以
降

の
仙
台
藩
に
お
け
る
鷹
術
文
化
の
主
流
を
担
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
鳥
屋
頭
の
一
族

で
あ
っ
た
。
同
藩
平
士
の
家
柄
で
あ
る
佐
藤
家
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

藩
撰
で
仙
台
藩
主
の
家
譜
を
集
め
た
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
之
十
四
（
平
士
之
部
）「
九

　

佐
藤
」（
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
））⑨

に
は
、
同
家
と
鷹
術
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
記
す
。

佐
藤
姓
藤
原
、
其
先
出
レ
自
二
佐
藤
助
左
衛
門
某
一
、（
中
略
）
以
二
助
左
衛
門
第
三

男
佐
藤
長
左
衛
門
家
信
一
爲
レ
祖
、
其
裔
爲
二
中
間
番
士
一
、
今
保
二
百
八
十
石
餘

之
禄
一
、
家
信
貞
山
公
之
時
、
給
二
田
百
五
十
石
稟
米
九
口
一
、
爲
二
鷹
匠
頭
近

習
一
、（
中
略
）
商
信
延
寶
五
年
肯
山
公
之
時
、
襲
二
父
祖
之
職
一
、（
中
略
）
商
信

子
助
左
衛
門
成
信
、
享
保
八
年
七
月
、
獅
山
公
時
爲
二
塒
頭
一
、
自
レ
此
以
二
鷹
事
一

命
二
家
業
一
、
其
祖
長
左
衛
門
家
信
、
受
二
鷹
術
於
廣
田
伊
賀
守
藤
原
宗
綱
一
、

右
に
よ
る
と
、
佐
藤
氏
の
姓
は
藤
原
で
、
助
左
衛
門
某
の
三
男
で
あ
る
家
信
を
祖

と
し
、
そ
の
末
裔
は
中
間
番
士
で
百
八
十
石
余
り
の
禄
を
得
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

家
信
が
仙
台
藩
初
代
藩
主
・
伊
達
政
宗
の
時
に
百
五
十
石
の
稟
米
九
口
を
賜
っ
た
こ

と
や
鷹
匠
頭
に
な
っ
た
由
を
記
す
。
ま
た
、
家
信
の
孫
で
あ
る
商
信
は
延
宝
五
年
の

四
代
藩
主
・
伊
達
綱
村
の
時
に
父
祖
の
職
を
世
襲
し
、
そ
の
商
信
の
子
で
あ
る
成
信

は
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
七
月
、
五
代
藩
主
・
伊
達
吉
村
の
時
に
塒
頭
に
な
さ
れ
、

以
後
、
鷹
事
を
家
業
と
し
て
命
じ
ら
れ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
家
祖
の
家
信
は
廣
田

宗
綱
に
鷹
術
を
伝
授
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
。
こ
の
記
述
に
見
え
る
廣
田
宗
綱
と
は
、

政
宗
の
授
乳
係
で
あ
っ
た
増
田
興
隆
室
の
父
親
に
当
た
り
、
政
宗
に
近
し
く
仕
え
た

鷹
術
の
名
人
で
あ
っ
た⑩
。
彼
を
流
祖
と
す
る
廣
田
流
の
鷹
術
は
近
世
期
を
通
し
て
仙

台
藩
の
鷹
匠
た
ち
の
間
で
隆
盛
し
た⑪
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
当
家
に
は
、
ま
と

ま
っ
た
数
の
鷹
匠
文
書
や
鷹
書
が
伝
来
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
そ
れ
ら
は
「
鷹
匠

佐
藤
家
文
書
」
と
し
て
仙
台
市
博
物
館
に
百
三
十
四
点
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で

は
、
当
該
文
書
群
に
含
ま
れ
る
仙
台
市
博
物
館
鷹
匠
佐
藤
家
文
書

NO.

51
『
鷹
術
口

訣
』
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
同
書
は
本
来
巻
子
だ
っ
た
も
の
が
、
糊
の
部
分
が
剥

離
し
て
、
合
計
七
枚
の
断
簡
状
の
文
書
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
寸
法
は
以
下

の
通
り
。

一
枚
目
＝
縦
20
・
0
㌢
×
横
101
・
0
㌢

二
枚
目
＝
縦
20
・
0
㌢
×
横
101
・
0
㌢

三
枚
目
＝
縦
20
・
0
㌢
×
横
173
・
0
㌢

四
枚
目
＝
縦
20
・
0
㌢
×
横
101
・
0
㌢

五
枚
目
＝
縦
20
・
0
㌢
×
横
46
・
0
㌢

六
枚
目
＝
縦
20
・
0
㌢
×
横
24
・
0
㌢

七
枚
目
＝
縦
20
・
0
㌢
×
横
15
・
0
㌢

以
下
に
同
書
の
全
文
を
掲
出
す
る
（
読
解
の
便
宜
上
、
私
に
句
読
点
を
付
し
、
割
注
は

〔 

〕
で
示
し
た
。
以
下
同
じ
）。
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廣
田
流

　
　

鷹
術
三
箇
之
口
訣

　

四
十
八
鷹
之
傳

夫
翫
鷹
之
傳
其
極
何
也
。
所
謂
餌
也
。
曰
所
爲
與
餌
之
品
類
、四
十
八
鳥
悉
有
。

能
有
毒
察
之
而
後
、
飼
之
曰
非
餌
不
保
非
餌
不
馴
非
餌
矢
用
。
故
云
、
使
鷹
不

飢
不
飽
宜
臨
機
應
變
而
可
於
以
養
之

口
傳
。

鷹
秤
之
傳

放
鷹
之
極
何
也
。
曰
鷹
肌
肥
痩
及
其
所
飼
之
餌
考
多
少
而
鷹
之
秤
輕
重
以
然
後

放
之

口
傳
。

野
守
之
鏡
之
傳

放
鷹
而
獲
雉
其
傳
三
十
六
尺
〔
尺
ハ
法
則
規
矩
也
〕。
其
極
有
守
野

口
傳
。

説　一　

四
十
八
鷹
之
傳

四
十
八
品
之
傳
ト
云
ヘ
キ
ヲ
其
事
ヲ
秘
ス
ル
ユ
ヘ
ニ
四
十
八
鷹
之
傳
ト
云
。
餌

迄
事
成
ト
云
事
ヲ
世
ニ
隱
爲
也
。次
ニ
此
所
カ
口
傳
也
ト
云
事
ヲ
外
子
細
ナ
シ
。

一　

鷹
秤
之
傳

此
口
傳
モ
子
細
ナ
シ
。
前
ニ
顯
ス
事
共
、
口
傳
之
事
也
ト
云
事
也
。
又
、
鷹
ノ

人
ニ
馴
サ
ス
ル
モ
肉
ヲ
指
引
ス
ル
モ
鳥
ヲ
取
ス
ル
モ
命
ヲ
保
ス
ル
事
モ
皆
、
餌

ヲ
以
謀
也
。
故
ニ
鷹
謀
リ
ナ
レ
ト
モ
其
事
ヲ
秘
シ
テ
用
ヘ
キ
也
。
鷹
秤
ハ
肉
拵

加
減
ヲ
ナ
シ
、
何
ヲ
以
鷹
ヲ
馴
サ
ヘ
ソ
ト
イ
ヘ
ハ
皆
、
餌
ノ
指
引
ニ
有
。
故
ニ

餌
ヲ
以
鷹
ヲ
謀
ノ
計
ル
心
也
。

一　

野
守
之
鏡

右
法
規
當
流
先
師
ヨ
リ
委
ク
教
ニ
有
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
口
傳
壹
通
ニ
テ
書
ナ
シ
故

ニ
、
追
年
容
規
乱
レ
ン
事
ヲ
患
テ
茲
圖
ヲ
設
テ
傳
而
已
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

石
川
徳
治

　
　

弘
化
丙

午
年　
　
　
　
　
　
　
　

 

定
光
（
花
押
）

　
　
　

佐
藤
周
助
殿

（
空
白
）

　
　
　
　

吉
田
流

　
　
　

鷹
家
三
ヶ
之
口
訣

鷹
秤
之
傳

一　

鷹
秤
ハ
大
小
鷹
共
其
鷹
一
身
之
軽
重
ヲ
知
ル
。一
篇
ノ
コ
ト
世
ニ
思
ヘ
リ
。

然
レ
ト
モ
鷹
一
身
ノ
軽
重
ハ
、
其
鷹
々
ニ
ヨ
リ
不
同
ア
リ
。
其
目
方
一
通
リ
ヲ

知
ル
ト
云
共
、
無
レ
益
當
流
ニ
口
訣
ト
ス
ル
所
、
亦
、
鷹
ノ
目
方
ヲ
知
ル
事
也
ト

イ
ヘ
ト
モ
、
其
意
味
世
ニ
云
所
ト
表
裏
ノ
違
ア
リ
。
當
流
ニ
鷹
ノ
目
方
知
ル
ト

云
者
、
討
ヲ
ロ
シ
ノ
鷹
、
鳥
屋
出
ノ
鷹
ニ
限
ラ
ス
、
先
法
ノ
如
ク
馴
付
テ
野
据

ヲ
ナ
シ
、
手
放
ニ
モ
出
ヘ
キ
ト
思
フ
頃
ニ
成
リ
タ
ル
ニ
ハ
、
其
肉
合
何
分
ト
云

コ
ト
、
此
時
タ
メ
シ
覺
置
ヘ
シ
。
其
鷹
ノ
能
ク
馴
付
キ
タ
ル
時
ノ
肉
合
ニ
シ
テ

後
迄
ノ
定
規
ト
ス
ル
肉
也
。
其
節
、
其
鷹
ノ
目
方
ヲ
拳
ノ
位
ヲ
以
覺
ヘ
テ
居
ル

也
。
ア
ナ
ガ
チ
ニ
秤
ニ
掛
テ
何
十
何
文
目
ト
定
ル
ニ
非
ス
。
次
ニ
餌
ニ
飼
フ
鳥

ノ
目
方
ヲ
知
ル
ヘ
シ
。
雀
一
羽
、
六
匁
ノ
鳥
、
十
フ
飼
フ
則
ハ
六
十
目
也
。
然

レ
ハ
鷹
ノ
目
方
餌
ヲ
、
不
飼
以
前
、
百
目
ア
レ
ハ
右
ノ
六
十
目
ノ
餌
ヲ
飼
フ
テ

百
六
十
目
ト
ナ
ル
。
其
日
朝
益
夕
据
ヲ
ナ
シ
、
或
ハ
野
ニ
据
テ
六
十
目
ノ
餌
ノ

分
ン
ヲ
屎
ニ
突
カ
ヒ
テ
、
此
時
、
鷹
ノ
目
方
、
元
ノ
百
目
ト
ナ
ス
。
是
肉
當
ノ

肝
要
ニ
シ
テ
鷹
秤
ノ
口
訣
ト
云
。
鷹
ノ
目
方
、
元
ノ
百
目
ニ
ナ
ラ
サ
ル
内
ハ
、

未
屎
、
肉
ニ
ア
ル
事
ヲ
知
ル
也
。
其
考
ル
所
ヨ
リ
、
鷹
、
重
キ
則
ハ
出

未
前

ヘ
ナ
リ
ト
知
ル
。
又
云
、
肉
合
定
肉
ト
極
メ
覺
ル
コ
ト
其
鷹
々
ノ
氣
、
先
ニ
ヨ

リ
肉
高
下
不
同
有
ヘ
シ
。
又
、
鶴
、
白
鳥
ヲ
捉
ラ
ス
ル
。
則
ハ
定
肉
ニ
拵
置
テ

後
、
加
減
餌
ニ
ウ
ツ
ス
ヘ
シ
。
加
減
ニ
入
ル
ト
云
ト
モ
其
日
々
ノ
餌
積
ニ
ヨ
リ

テ
鷹
ノ
軽
重
ヲ
秤
ル
コ
ト
、
同
前
也
。
又
云
、
屎
ノ
多
少
ヲ
以
餌
ヲ
拂
タ
ル
ヤ

否
ヲ
知
ル
コ
ト
、
長
サ
一
尺
以
上
ノ
屎
、
三
屎
ヲ
以
、
雀
一
ツ
分
ト
定
ル
也
。

大
小
ノ
屎
数
是
准
シ
知
ヘ
シ
。
又
云
、
鷹
煩
出
テ
軽
重
出
ル
コ
ト
有
リ
。
全
躰
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ヲ
以
考
ヘ
シ
口
傳
。

四
十
八
鷹
之
傳

一　

四
十
八
鷹
之
傳
鷹
家
ノ
説
區マ

チ
マ
チ々

也
。
古
書
ニ
高
羽
左
右
合
セ
十
四
枚
、
保

呂
左
右
合
十
八
枚
、
四
毛
四
枚
尾
十
二
枚
、
合
セ
四
十
八
枚
也
。
故
ニ
四
十
羽

鷹
ト
云
ノ
傳
也
。
則
彌
陀
ノ
四
十
八
願
ヲ
表
ス
ト
。
又
、
説
ニ
昔ソ

ノ
カ
ミ日

、
鷹
家
ノ

秘
傳
ト
ス
ル
所
、
四
十
八
手
有
リ
。
故
ニ
四
十
八
鷹
ノ
傳
也
。
故
ニ
四
十
八
ト

讀
切
リ
テ
鷹
ノ
傳
ト
讀
コ
ト
傳
也
。
然
レ
ト
モ
其
四
十
八
手
ノ
傳
、
世
ニ
傳
ル

者
ナ
シ
ト
。
又
云
、
上
古
、
百
濟
國
ヨ
リ
二
ツ
ノ
鷹
ヲ
渡
シ
テ
冨
士
山
ニ
放
ツ
。

此
鷹
、
七
ツ
ノ
子
ヲ
産
ム
。
其
子
、
又
子
ヲ
産
ン
テ
七
々
四
十
九
鳥
ト
ナ
ル
。

除
ク
モ
ノ
一
ツ
有
テ
、
四
十
八
鷹
ト
云
ト
。
又
説
ニ
鷲

ヲ
ホ
ハ
シ

鵰コ
ハ
シ

鳶ト
ヒ

等
、
色
々
ノ
鳥

ヲ
揚
テ
四
十
九
鳥
ア
リ
。
中
除
者
有
。
四
十
八
鷹
ト
云
ト
。
此
等
之
説
、
信
シ

難
キ
事
多
シ
。
當
流
ニ
秘
訣
ト
ス
ル
所
ハ
餌
也
。
昔
日
餌
ニ
飼
フ
所
ノ
鳥
、

四
十
八
品
ヲ
用
ヒ
テ
一
鳥
々
々
ニ
能
有
リ
。
毒
有
リ
。
鷹
ヲ
使ツ

カ
フフ

ノ
第
一
ハ
餌

也
。
故
ニ
餌
鳥
之
能
毒
ヲ
詳

ツ
マ
ヒ
ラ
カニ

辨ハ
キ
マヘ

知
ル
ヲ
肝
要
ト
シ
テ
四
十

（
八
カ
）品

ノ
鳥
ヲ
分

チ
テ
一
鳥
々
々
ニ
能
毒
有
ル
コ
ト
ヲ
傳
ニ
ス
。
而
ル
ニ
四
十
八
鳥
ノ
傳
ト
云
フ

ヘ
キ
ヲ
四
十
八
鷹
ノ
傳
ト
云
コ
ト
几
テ

ア
ル
者
ヲ
集
テ
四
十
八
鷹
ト
云
ル
説

ヲ
取
リ
テ
四
十
八
鷹
之
傳
ト
云
フ
口
傳
、
他
流
異
説
多
シ
ト
云
ト
モ
用
ル
ニ
足

ラ
ス
。
惜ヲ

シ

ヒ
哉カ

ナ

。
其
能
毒
ノ
傳
古
法
世
ニ
傳
ハ
ラ
サ
ル
事
口
傳
。

野
守
鏡
之
事

一　

野
守
之
鏡
ノ
傳
其
説
多
端
也
。
昔
日
、
雄
略
天
王
春
日
之
御
狩
之
時
、
御

鷹

テ
見
ヘ
ス
。
野
守
之
翁
ニ
問
ハ
セ
給
ヘ
ハ
、
此
木
ノ
上
候
ト
申
。
何
ト
シ

テ
知
レ
ル
ソ
ト
問
ハ
セ
給
フ
。
翁
ノ
云
、
此
水
ニ
御
鷹
之
影カ

ケ

之
ウ
ツ
ル
テ
知
リ

侍
リ
ヌ
ト
申
ス
。
夫
ヨ
リ
野
中
ノ
溜タ

マ

リ
水
ヲ
野
守
ノ
鏡
ト
云
。
又
、
同
天
王
之

御
時
、
野
守
ノ
翁
奉
ル
ナ
リ
ト
云
リ
。

　
　

ハ
シ
タ
カ
ノ
野
守
ノ
鏡
ヱ
テ
シ
カ
ナ　

思
ヒ
思
ハ
ス
ヨ
ソ
ナ
カ
ラ
ミ
ン

又
當
流
秘
傳
ニ
云
、
鷹
ヲ
大
鳥
ニ
仕
入
ル
ゝ
ニ
肉
當
シ
テ
最
早
翕
場
ニ
望ノ

ソ
ミテ

鷹

ノ
出

ヲ
見
ン
ト
思
ハ
ゞ
、
其
鷹
影
ヲ
水
ニ
ウ
ツ
シ
テ
見
ス
ヘ
シ
。
鷹
己
カ
カ

ゲ
ノ
水
ニ
ウ
ツ
ル
ヲ
ミ
テ
思
ハ
ズ
飛
カ
ゝ
ラ
バ
必
捉
ル
ト
知
ヘ
シ
。
此
故
ニ
野

中
ニ
溜
レ
ル
水
ヲ
野
守
鏡
ト
云
傳
有
リ
。

　
　

月
ノ
前
ニ
ソ
ウ
ト
リ
落
ル
鷹
ア
ラ
バ　

野
守
之
鏡
タ
ツ
ネ
ヤ
ハ
セ
メ

　
　

雪
ノ
日
ノ
野
守
ノ
鏡
曇
ル
ラ
シ　

ナ
ヲ
モ
見
ワ
カ
ヌ
ハ
シ
鷹
ノ
影カ

ケ

雄
略
天
王
之
古
事
此
事
ヲ
秘
シ
テ
イ
ヘ
ル
物モ

ノ

カ
、
又
、
或
説
ニ
野
守
ノ
鏡
ト
ハ
、

鴈
ノ
コ
ト
也
。
鷹タ

カ

ノ
前
タ
ル
時
、
其
鷹
ノ
有
ル
所
告
ユ
ヘ
ナ
リ
ト
ス
。
大
宮
流

二
字
ヲ
以
鷹
使ツ

カ
フコ

ト
野ヤ

フ生
野
守
ノ
鏡
ト
云
也
。
野
ニ
出
テ
鳥
ニ
翕
セ
ザ
レ
ハ
、

鷹
ノ
肉
合
知
レ
ザ
ル
也
。
鳥
ニ
翕
セ
見
テ
、
肉
高
ケ
レ
バ
引
キ
、
弱
ケ
レ
バ
肥

ス
。
故
ニ
野
ヲ
守
ル
ナ
レ
ハ
、
野
守
ノ
鏡
ト
云
二
字
ト
云
ハ
、
肥

ヒ
ソ
ウ
コ
ヘ
ヤ
セ

痩
ノ
二
字

也
。
是
本
説
ト
ス
ベ
シ
ト
ナ
リ
。
又
、
他
流
ニ
云
野ヤ

フ生
ノ
二
字
ヲ
以
鷹
ヲ
使
フ

コ
ト
、
秘
事
ナ
リ
。
鷹
飼
ハ
、
野
ニ
生
タ
ル
如
ク
ト
カ
ク
。
野
ニ
ヨ
リ
テ
鷹
ヲ

仕
立
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
野
守
ノ
鏡
ト
イ
フ
ハ
、
此
事
也
。
故
ニ
野
守
ト
ハ
鷹
飼
ノ

事
也
ト
ゾ
。
當
流
ニ
秘
訣
ト
ス
ル
ハ
鷹
ニ
馴
レ
野
ニ
馴
レ
鳥
ニ
馴
レ
テ
而
乄
鷹

ヲ
使
フ
ヲ
云
。
鷹
ニ
馴
レ
鳥
ニ
馴
ル
ゝ
モ
野
ニ
ヨ
リ
テ
馴
ル
ゝ
ナ
レ
ハ
、
野
ヲ

守
ル
コ
ソ
鷹
ヲ
使
フ
ノ
鏡
也
ト
云
事
也
。
口
傳
。
野
守
ノ
鏡
三
十
六
尺
ト
云
ハ
、

鷹
ニ
馴
レ
、
野
ニ
馴
レ
、
鳥
ニ
馴
ル
ゝ
ニ
、
定
規
ト
ス
ル
所
ノ
傳
、
古
ヘ
北
山

ノ
政
頼
、
根
津
依
田
ノ
時
代
ハ
三
十
六
ケ
条
ア
リ
。
其ソ

ノ

頃コ
ロ

、
鷹
術
ノ
始
ニ
乄
、

其
傳
、
甚
タ
秘
訣
ト
ス
。
且
ツ
其
条
目
近
世
ニ
傳
ハ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
其
法

ス
タ
レ
タ
ル
ニ
ハ
非
ス
。
上
古
ハ
甚
タ
秘
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
往
々
鷹
家
繁
ク
ナ

リ
テ
、
家
々
ノ
傳
法
、
牛キ

ウ

毛モ
ウ

ヨ
リ
モ
繁
。
今イ

マ
マ
サ将

ニ
ア
ナ
ガ
チ
ニ
秘
セ
ス
。
或
ハ

昔
日
、
秘
セ
シ
。
口
訣
ハ
皆
、
目
前
ノ
事
ナ
ル
カ
故
ニ
、
今キ

ン
セ
イ世

還
テ
假ケ

レ
ウ令

ノ
事

ト
ナ
シ
、
高
遠
ニ
乄
鷹タ

カ

ヲ
使
フ
ニ
益
ナ
キ
事
ヲ
好
ミ
、
或
ハ
唯
、
鷹
家
ノ
諸
礼

法
儀
、
或
ハ
鷹
具
繋
等
ノ
傳
ヲ
秘
ス
。
甚
タ
誤
レ
リ
ト
云
ヘ
シ
故
ニ
、
上
古
秘

訣
ト
ス
ル
所
ノ
野
守
ノ
鏡
三
十
六
尺
ハ
今キ

ン

世セ
イ

目
前
用
ル
所
ニ
固コ

ユ
ウ有

セ
リ
ト
イ
ヘ

ト
モ
、
其
事
ヲ
ナ
シ
テ
其
事
ヲ
シ
ラ
サ
ル
モ
ノ
也
。
故
ニ
古
傳
ヲ
輕
シ
不
用
私
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意
ヲ
是
ト
シ
、
後
人
、
亦
、
其
非
ヲ
覺

マ
ナ
ヒ

統ツ
キ

テ
師
傳
ト
ナ
シ
テ
尊
ブ
ガ
ユ
ヘ
ニ
一

ツ
ト
乄
益
ナ
シ
。
此
道
ニ
入
ン
人
ハ
預

ア
ラ
ガ
シ

乄
、能
其
古
傳
術
理
ヲ
明
察
乄
私
意
私

作
ヲ
ハ
ブ
キ
、
此
道
ノ
奥
儀
悉
ク
贄
乄
而
後
、
以
心
傳
心
ノ
工
夫
肝
要
也
。
蓋

シ
今
新
ニ
三
十
六
ケ
之
条
目
ヲ
立
テ
、
其
傳
ト
爲
ン
事
、
安
キ
ニ
有
リ
ト
イ
ヘ

ト
モ
、
自
意
ヲ
巧
テ
人
ヲ
欺

ア
サ
ム
クク

ハ
法
ニ
非
ス
。
且
ツ
ハ
。

諏
訪
大
明
神
之
神
慮
ニ
叶
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
恕
ル
故
ニ
止
ン
ヌ
。
又
、
鷹
術
ハ

以
レ
鳥
、
鳥
ヲ
執ト

ラ

ス
ル
ヲ
以
爲ナ

シ
テレ

竒キ

翫
モ
テ
ア
ソ
ヒレ

之
ヲ
、
然
ル
。
則
ハ
無
二
他
事
一
故
ニ

鷹
方
ノ
秘
訣
ハ
在
テ
レ
近
キ
遠
キ
ニ
非
ス
ト
察
セ
ヨ
。
是
則
明
術
ニ
至
ル
ノ
門

也
。
扨
、
野
守
ノ
鏡
三
十
六
ヶ
之
傳
ト
云
へ
キ
ヲ
三
十
六
尺
ト
云
ル
ハ
、
口
傳
、

尺
ハ
モ
ノ
サ
シ
ト
訓
シ
、
或
ハ
ク
ラ
ブ
ル
ト
訓
ズ
。
野
ニ
ヨ
リ
鳥
ニ
モ
鷹
ニ
モ

相ア
イ
タ
カ
イ

互
ニ
ク
ラ
ベ
合
テ
考
ヒ
モ
ノ
サ
シ
定
規
ト
シ
テ
鷹
ヲ
仕
入
レ
取
飼
ヲ
ナ
ス
。

定
法
ノ
口
訣
ナ
レ
ハ
尺
ノ
字
ヲ
用
規キ

ク矩
也
。
物
ノ
長
短
ヲ
ハ
カ
ル
其
理
ヲ
用
ヒ

テ
、
鷹
ヲ
謀
ル
ノ
趣
意
ヲ
兼
ネ
、
且
ツ
野
守
之
鏡
三
十
六
手
ハ
鷹
術
ノ
尺
規カ

ネ矩

成
ル
ヲ
以
右
ニ
云
如
ク
、
尺
ノ
字
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
也
。
字
書
ニ
尺
ノ
字
ニ
和

訓
ヲ
付
ル
ニ
、
タ
カ
ハ
カ
リ
ト
讀ヨ

マ

マ
セ
タ
ル
ハ
古
法
ノ
殘
レ
ル
物
也
。

右
三
箇
条
ハ
鷹
家
之
口
訣
ニ
而
世
ニ
知
ル
者
少ス

ク
ナ
シ。

猥
勿
レ
レ
令
二
ル
コ
ト
相
傳

一
若
シ
後
人
爲セ

バ
レ

忽
ユ
ル
カ
セ
ニレ

之
ヲ

諏
訪
大
明
神
之
可
蒙　

御
罰
者
也

吉
田
流
元
祖　
　
　

 

　

吉
尾
張
殿
内

田
傳
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

吉
田
太
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

伊
延
宝
三
四
月

藤
清
六　

忠
厚

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

水
永
禄
十
五
四
月

上
三
太
夫　

正
次

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

高
享
保
十
一
七
月

橋
喜
兵
衛　

快
續

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

田
延
享
三
六
月

代
彦
大
夫　

信
雄

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

石
川
軍
左
衛
門　

致
光

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

石
川
七
左
衛
門　

光
直

前
書
之
秘
訣
先
師
之
依
教
傳
之
也
。
全
他
見
他
言
不
可
有
者
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

石
川
徳
治　

定
光
（
花
押
）

弘
化
三
丙
午

　
　

佐
藤
周
助
殿

千
叚
紅

脇
籠

雲
天
句

左
右
巻

闇
爽
棄
太
刀

南
學

右
に
よ
る
と
、
前
半
は
「
廣
田
流
」、
後
半
は
「
吉
田
流
」
の
伝
書
と
い
う
体
裁
に

な
っ
て
い
る
。
前
半
の
廣
田
流
の
叙
述
内
容
に
よ
る
と
、
冒
頭
に
「
鷹
術
三
箇
之
口

訣
」
と
記
し
、「
四
十
八
鷹
之
傳
」「
鷹
秤
之
傳
」「
野
守
之
鏡
之
傳
」
の
項
目
に
関
す

る
簡
単
な
説
明
文
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、「
四
十
八
鷹
之
傳
」
の
項
目
で
は
、
鷹
の

玩
物
の
極
意
と
し
て
の
餌
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鷹
の
餌
と
な
る

鳥
に
は
四
十
八
種
類
あ
り
、
餌
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
臨
機
応
変
に
対
応
す
べ
き
と

い
う
。
次
に
「
鷹
秤
之
傳
」
の
項
目
で
は
、
放
鷹
の
極
意
と
し
て
の
鷹
の
肥
痩
に
つ

い
て
、
餌
の
多
少
を
考
え
て
鷹
の
重
さ
を
は
か
る
こ
と
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
「
野
守
之
鏡
之
傳
」
の
項
目
で
は
、
鷹
が
雉
を
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の

三
十
六
尺
（
尺
は
条
と
同
意
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
あ
と
に
も
同
じ
三
項
目
が
一
つ
書
き
形
式
で
繰
り
返
さ
れ
、「
四
十
八
鷹
之
傳
」
の

項
目
で
は
本
来
「
四
十
八
品
之
傳
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
や
、「
鷹
秤
之
傳
」
の

項
目
で
は
鷹
を
馴
れ
さ
せ
る
に
は
餌
の
謀
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
野
守
之

鏡
」
の
項
目
で
は
先
師
よ
り
伝
わ
っ
た
法
規
に
つ
い
て
、
文
書
が
な
い
の
で
図
（
未

詳
）
を
設
け
て
伝
え
る
こ
と
な
ど
が
補
足
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
前
半
部
の
末
尾
に
は
、
同
書
が
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
石
川
徳
治
・
定
光
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か
ら
佐
藤
周
助
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。

こ
の
石
川
徳
治
・
定
光
の
一
族
は
、
佐
藤
氏
と
同
じ
く
仙
台
藩
の
鷹
匠
頭
や
塒
頭

を
務
め
た
平
士
の
家
で
あ
る
。『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
之
十
二
（
平
士
之
部
）

「
五
十
七  
石
川
」⑫

に
は
、
同
家
の
祖
で
あ
る
光
定
と
鷹
術
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

石
川
姓
源
、
其
先
出
レ
自
二
石
川
下
野
光
定
一
、（
中
略
）
以
二
光
定
次
男
七
左
衛
門

定
次
一
爲
レ
祖
、
其
裔
爲
二
中
間
番
士
一
、
以
二
鷹
術
一
爲
レ
家
、
世
家
二
塒
頭
一
、
今

保
二
三
百
十
五
石
四
斗
六
升
之
禄
一
、
定
次
年
甫
十
五
、
元
和
三
年
貞
山
公
末
、

給
二
十
兩
六
口
一
、
属
二
鷹
匠
頭
瀬
成
田
市
之
丞
一
、
而
學
二
廣
田
流
鷹
術
於
佐
藤

庄
右
衛
門
一
、
既
己
三
年
、
又
從
二
將
軍
家
鷹
師
山
本
藤
右
衛
門
一
、
學
二
大
宮

流
一
、
奉
二
仕
世
子
一
〔
義
山
公
〕（
中
略
）、
其
家
由
二
元
祖
定
次
一
、
學
二
廣
田
流

鷹
術
於
佐
藤
庄
右
衛
門
一
、
世
受
二
其
傳
一
、〔
定
次
在
二
江
戸
一
日
、
遭
レ
災
焼
二
失

傳
書
一
、
廣
田
流
之
所
レ
傳
今
不
レ
詳
レ
之
、
傳
言
出
レ
自
二
唐
崎
大
納
言
政
頼
卿
一
、

傳
二
之
廣
田
伊
賀
守
宗
綱
一
、又
傳
二
之
増
田
中
務
大
輔
某
一
以
至
二
庄
右
衛
門
一
、〕

又
嘗
學
二
吉
田
流
鷹
術
於
田
代
彦
太
夫
信
雄
一
得
二
其
傳
一
、

右
に
よ
る
と
、
石
川
氏
の
家
祖
は
光
定
の
次
男
で
あ
る
定
次
で
、
そ
の
末
裔
は
中

間
番
士
に
し
て
鷹
術
の
家
と
な
り
、
塒
頭
を
務
め
て
三
百
五
十
石
四
斗
六
升
の
禄
を

得
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
定
次
が
十
五
歳
の
時
の
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）、
政
宗

の
時
代
に
、十
両
六
口
を
賜
っ
て
鷹
匠
頭
の
瀬
成
田
市
之
丞
（
未
詳
）
に
属
し
た
と
さ

れ
、さ
ら
に
は
佐
藤
庄
右
衛
門
（
未
詳
）
か
ら
廣
田
流
の
鷹
術
を
学
ん
で
三
年
が
過
ぎ

た
の
ち
、将
軍
家
の
鷹
師
で
あ
る
山
本
藤
右
衛
門
に
従
っ
て
大
宮
流
の
鷹
術
を
学
び
、

二
代
藩
主
・
伊
達
忠
宗
に
仕
え
た
と
い
う
。
な
お
、
定
次
が
学
ん
だ
廣
田
流
の
鷹
術

に
つ
い
て
は
、
彼
が
江
戸
に
い
る
時
に
火
災
に
遭
遇
し
て
伝
書
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
た
め
、
今
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
伝
え
言
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
唐
崎
大
納

言
政
頼
か
ら
廣
田
伊
賀
守
宗
綱
と
増
田
中
務
大
輔
に
伝
わ
り
、
佐
藤
庄
右
衛
門
に

至
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
定
次
は
か
つ
て
吉
田
流
の
鷹
術
を
田
代
彦
太
夫
信
雄
か

ら
学
び
、そ
の
伝
え
を
得
た
と
い
う
。
こ
の
記
述
に
見
え
る
田
代
彦
太
夫
信
雄
と
は
、

宮
城
県
図
書
館
所
蔵
『
吉
田
流
聞
書
鷹
之
記
』
第
十
六
冊
（
M 

787
／
ヨ
2
／
30
・
16
）

な
ど
に
公
儀
鷹
匠
の
高
橋
喜
兵
衛
快
続
か
ら
吉
田
流
の
鷹
術
を
学
ん
だ
仙
台
藩
士
と

し
て
名
前
が
見
え
る
人
物
で
あ
る⑬
。

先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
佐
藤
家
の
家
祖
で
あ
る
家
信
は
廣
田
宗
綱
か
ら
廣
田
流
の

鷹
術
を
伝
授
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
か
ら
、
石
川
家
の
家
祖
で
あ
る
定
次
が
家
信
の
同

族
と
お
ぼ
し
き
佐
藤
庄
右
衛
門
か
ら
廣
田
流
を
学
ん
だ
と
す
る
『
伊
達
世
臣
家
譜
』

の
記
事
内
容
は
整
合
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
鷹
術
口
訣
』
の
前
半
に
見
え
る

「
廣
田
流
」
の
伝
書
部
分
は
、
石
川
徳
治
・
定
光
か
ら
佐
藤
周
助
に
宛
て
ら
れ
た
も
の

と
な
っ
て
い
て
、
伝
授
の
系
統
（
＝
伝
系
）
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
同
書
の
後
半
に
見
え
る
「
吉
田
流
」
の
伝
書
部
分
の
叙
述
に
よ
る
と
、
前

半
と
同
様
に
「
鷹
家
三
ケ
之
口
訣
」
と
し
て
「
鷹
秤
之
傳
」「
四
十
八
之
傳
」「
野
守

鏡
之
事
」
の
項
目
に
つ
い
て
の
説
明
が
前
半
部
の
叙
述
よ
り
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
確
認
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、「
鷹
秤
之
傳
」
の
項
目
で
は
、

鷹
の
体
の
重
さ
を
知
る
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
拳
に

据
え
た
時
の
目
方
を
覚
え
て
お
く
こ
と
や
餌
と
な
る
鳥
の
目
方
と
鷹
の
屎
の
重
さ
の

関
係
（
一
尺
以
上
の
屎
三
つ
と
雀
一
羽
分
が
同
じ
な
ど
）
を
知
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
次
に
、「
四
十
八
鷹
之
傳
」
の
項
目
で
は
、
こ
れ
に
関
す
る
伝
え
が
そ
れ
ぞ

れ
の
鷹
の
家
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
た
と
え
ば
、
鷹
の
羽
の
数

の
合
計
が
四
十
八
枚
で
あ
る
た
め
と
す
る
説
や
、
も
し
く
は
阿
弥
陀
如
来
の
四
十
八

願
を
表
す
こ
と
に
よ
る
と
い
う
説
、
ま
た
は
そ
の
昔
に
鷹
家
の
秘
伝
が
四
十
八
手

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
説
の
他
に
、
古
代
に
百
済
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
二

羽
の
鷹
を
富
士
山
に
放
ち
、
そ
れ
が
七
つ
の
子
を
産
ん
で
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
子
が
ま

た
七
つ
の
子
を
産
み
、
合
計
四
十
九
羽
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
一
つ
除
い
て
四
十
八
鷹

と
し
た
こ
と
に
ち
な
む
説
な
ど
を
挙
げ
る
が
、
い
ず
れ
も
信
じ
が
た
く
、
当
流
派
が

秘
訣
と
す
る
の
は
鷹
の
餌
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
昔
日
、
鷹
の
餌
の
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鳥
と
し
て
四
十
八
種
類
用
い
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鳥
に
能
や
毒
が
あ
っ
た
。
鷹
を

使
う
に
は
餌
が
第
一
な
の
で
、
餌
と
な
る
鳥
の
能
・
毒
に
つ
い
て
詳
し
く
わ
き
ま
え

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
た
め
、
四
十

（
八
カ
）種

類
の
鳥
を
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
能
・
毒
の
あ
る

こ
と
を
伝
え
と
す
る
と
い
う
。
し
か
る
に
、
四
十
八
鳥
の
伝
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を

四
十
八
鷹
の
伝
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
翼
が
あ
る
も
の
を
集
め
て
四
十
八
鷹
と
す
る

口
伝
が
あ
る
な
ど
、他
流
に
は
異
説
が
多
い
が
取
る
に
足
ら
な
い
と
い
う
。
最
後
に
、

「
野
守
鏡
之
事
」
の
項
目
で
は
、
そ
の
伝
え
に
つ
い
て
多
数
の
説
が
あ
る
と
指
摘
し
、

あ
る
野
守
の
鏡
説
話
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
、『
奥
義
抄
』『
袖
中
抄
』『
俊
頼
髄
脳
』
な

ど
の
歌
学
書
に
見
え
る
著
名
な
類
話
と
近
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昔
、

雄
略
天
皇
（『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
天
智
天
皇
）
が
春
日
野
で
狩
り
を
し
た
と
き
、
見
失
っ

た
鷹
に
つ
い
て
野
守
の
翁
が
野
中
の
溜
ま
り
水
か
ら
鷹
が
樹
上
に
い
る
こ
と
を
見
つ

け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
後
述
）
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
「
當
流
秘
傳
」
と
し
て
、

鷹
が
水
に
映
っ
た
自
分
の
姿
に
飛
び
か
か
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
必
ず
そ
れ
を
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
由
来
を
以
て
「
野
守
鏡
」
と
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
伝
え
を

記
載
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
野
守
の
鏡
と
は
鴈
の
こ
と
と
す
る
説
や
、
大
宮
流

で
「
野
生
野
守
の
鏡
」
と
称
す
る
説
、
さ
ら
に
は
「
當
流
ニ
秘
訣
」
と
し
て
、
鷹
に

馴
れ
野
に
馴
れ
鳥
に
馴
れ
て
鷹
を
遣
う
こ
と
を
信
条
と
す
る
こ
と
か
ら
、
野
を
守
る

こ
と
が
鷹
を
遣
う
鏡
と
す
る
説
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
口
伝
と
し

て
、「
野
守
ノ
鏡
三
十
六
尺
」
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
蘊
蓄
を
記
す
。
た
と
え
ば
、
鷹

術
の
口
伝
は
本
来
三
十
六
ヶ
条
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、「
野
守
ノ
鏡
三
十
六
ヶ
之

傳
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、尺
は
物
差
し
す
な
わ
ち
規
矩
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
三
十
六

尺
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
当
該
文
書
の
後
半
に
見
え
る
吉
田
流
の
伝
書
部
分
の
奥
書
き
に

は
、
ま
ず
は
「
吉
田
流
元
祖
」
と
し
て
「
吉
田
傳
蔵
」
の
名
前
が
見
え
、
そ
こ
か
ら

続
く
伝
系
と
し
て
「
吉
田
太
左
衛
門
」「
伊
藤
清
六
忠
厚
」「
水
上
三
太
夫
正
次
」「
高

橋
喜
兵
衛
快
續
」「
田
代
彦
大
夫
信
雄
」「
石
川
軍
左
衛
門
致
光
」「
石
川
七
左
衛
門
光

直
」
と
い
う
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
う
ち
、「
吉
田
傳
蔵
」「
吉
田
太
左

衛
門
」
に
つ
い
て
は
史
実
上
の
人
物
と
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
姓
か
ら
吉
田

流
の
縁
者
で
あ
る
こ
と
は
推
測
で
き
よ
う
。「
伊
藤
清
六
忠
厚
」
に
つ
い
て
は
、吉
宗

に
抜
擢
さ
れ
た
紀
州
藩
出
身
の
公
儀
鷹
匠
で
、
当
該
書
以
外
の
吉
田
流
の
鷹
書
の
奥

書
に
も
そ
の
名
前
が
散
見
す
る
人
物
で
あ
る⑭
。
同
じ
く
「
水
上
三
太
夫
正
次
」
も
ま

た
、
吉
宗
に
抜
擢
さ
れ
た
紀
州
藩
出
身
の
公
儀
鷹
匠
の
一
族
で
、
や
は
り
そ
の
他
の

吉
田
流
の
鷹
書
の
奥
書
に
た
び
た
び
そ
の
名
が
確
認
で
き
る⑮
。
さ
ら
に
「
高
橋
喜
兵

衛
快
續
」
と
「
田
代
彦
大
夫
信
雄
」
に
つ
い
て
は
、
吉
田
流
の
鷹
術
に
従
事
す
る
公

儀
鷹
匠
と
仙
台
藩
の
鷹
匠
で
、
師
弟
関
係
に
あ
る
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
当
該
の
伝
系
の
こ
の
部
分
は
、
吉
田
流
の
公
儀
鷹
匠
と
し
て
著
名
な
人
物

（
伊
藤
清
六
・
水
上
三
太
夫
）
と
同
じ
く
著
名
な
吉
田
流
の
公
儀
鷹
匠
と
彼
か
ら
鷹
術
を

伝
授
さ
れ
た
仙
台
藩
の
鷹
匠
（
高
橋
喜
兵
衛
快
續
・
田
代
彦
大
夫
信
雄
）
を
つ
な
ぐ
こ
と

に
よ
っ
て
、
仙
台
藩
の
吉
田
流
の
鷹
術
が
公
儀
鷹
匠
か
ら
伝
来
し
た
こ
と
を
主
張
す

る
系
譜
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
続
く
「
石
川
軍
左
衛
門
致
光
」「
石
川
七
左
衛
門
光

直
」
は
仙
台
藩
の
鷹
匠
で
あ
る
石
川
氏
に
連
な
る
人
物
で
あ
ろ
う
。
末
尾
に
は
、
前

半
の
廣
田
流
の
伝
書
と
同
じ
く
、
同
書
が
弘
化
三
年
に
石
川
徳
治
・
定
光
か
ら
佐
藤

周
助
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
該
文
書
の
前
半
に
見
え
る
廣
田
流
の
鷹
術
に
関
す
る
伝
書
部

分
と
後
半
に
見
え
る
吉
田
流
の
そ
れ
と
は
、
叙
述
量
の
多
寡
は
あ
る
に
せ
よ
、
鷹
家

の
三
つ
の
口
訣
と
さ
れ
る
同
じ
項
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
当
該
書
に
見
え
る

こ
の
よ
う
な
叙
述
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
仙
台
藩
に
お
け
る
吉
田
流
の
鷹
術
伝
承

先
述
し
た
よ
う
に
、
仙
台
市
博
物
館
鷹
匠
佐
藤
家
文
書

NO.

51
『
鷹
術
口
訣
』
の

後
半
に
叙
述
さ
れ
る
吉
田
流
の
伝
書
部
分
は
、「
鷹
家
三
ケ
之
口
訣
」
と
し
て
「
鷹
秤
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之
傳
」「
四
十
八
鷹
之
傳
」「
野
守
鏡
之
事
」
の
三
項
目
の
説
明
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
三
項
目
の
う
ち
、「
鷹
秤
之
傳
」「
四
十
八
鷹
之
傳
」
よ
り
も
「
野
守
鏡
之

事
」
の
叙
述
に
お
い
て
、
他
の
文
献
に
類
話
が
多
数
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
本
節
で

は
こ
れ
ら
の
類
話
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仙
台
市
博
物
館
鷹
匠
佐
藤
家

文
書

NO.

51
『
鷹
術
口
訣
』
の
吉
田
流
の
伝
書
部
分
の
相
対
的
な
特
徴
を
分
析
し
、仙

台
藩
の
鷹
匠
で
あ
る
佐
藤
家
に
伝
来
し
た
当
該
流
派
の
実
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
い
。

ま
ず
、野
守
の
鏡
説
話
の
相
対
的
に
古
い
類
話
の
事
例
と
し
て
『
綺
語
抄
』
下
「
動

物
部
・
鳥
」⑯
の
記
述
を
以
下
に
挙
げ
る
。

は
し
た
か
の
野
も
り
の
か
ゝ
み

は
し
た
か
の
の
も
り
の
か
ゝ
み
え
て
し
か
な
お
も
ひ
お
も
は
す
よ
そ
な
か
ら
み
ん

こ
の
歌
の
心
は
。
昔
雄
略
天
皇
の
か
す
か
野
に
か
り
し
給
ひ
け
る
に
。
た
か
を

う
し
な
ひ
て
。
野
守
を
め
し
て
。
こ
の
た
か
を
も
と
め
よ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
る

に
。
野
守
か
し
こ
ま
り
て
。
地
を
ま
も
ら
へ
て
。
そ
ら
を
も
見
あ
け
す
し
て
は
。

た
か
の
あ
り
所
を
は
申
そ
と
と
は
せ
給
ひ
け
れ
は
。
ま
へ
に
あ
り
け
る
山
水
を

さ
し
て
。
こ
の
水
に
か
け
の
う
つ
り
て
見
え
候
な
り
と
申
け
る
に
よ
り
。
こ
の

山
水
を
の
も
り
の
か
ゝ
み
と
云
也
。

同
書
は
平
成
時
代
後
期
に
成
立
し
た
歌
学
書
で
、
藤
原
仲
実
の
著
作
と
さ
れ
る
。
右

掲
の
叙
述
に
よ
る
と
、「
野
も
り
の
か
ゝ
み
」
と
い
う
歌
語
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
を
掲

出
し
、
そ
の
由
来
と
し
て
、
雄
略
天
皇
が
春
日
野
で
狩
り
を
し
た
際
に
、
野
守
が
目

前
の
山
水
に
映
っ
た
姿
で
鷹
を
見
つ
け
た
こ
と
を
叙
述
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ

の
よ
う
な
歌
語
と
し
て
の
「
野
守
鏡
」
の
由
来
譚
に
つ
い
て
は
、『
奥
義
抄
』『
袖
中

抄
』『
俊
頼
髄
脳
』
と
い
っ
た
同
時
代
の
歌
学
書
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
類
話
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
、
狩
り
を
し
た
の
を
天
智
天
皇
と
す

る
な
ど
の
異
同
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
中
で
『
鷹
術
口
訣
』
に
引
用
さ
れ
た
類
話
に
最

も
近
い
の
は
、
右
掲
の
『
綺
語
抄
』
に
見
え
る
叙
述
で
あ
る
。

た
だ
し
、『
鷹
術
口
訣
』
は
、
こ
う
い
っ
た
歌
学
書
に
見
え
る
よ
う
な
著
名
な
「
野

守
鏡
」
の
由
来
譚
で
は
な
く
、
鷹
が
水
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
見
て
飛
び
か
か
ろ
う

と
す
る
逸
話
や
野
守
ノ
鏡
三
十
六
ヶ
条
の
伝
え
を
三
十
六
尺
と
称
す
る
教
理
の
方
を

「
當
流
秘
傳
」
と
し
て
重
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、佐
藤
家
に
伝
来
し
た
吉
田
流
の
鷹
書

で
は
、
こ
う
い
っ
た
歌
学
書
と
は
乖
離
し
た
〝
野
守
の
鏡
伝
承
〞
を
流
派
の
秘
伝
と

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

次
に
、
管
見
に
お
い
て
確
認
で
き
た
鷹
書
に
見
え
る
野
守
の
鏡
説
話
に
つ
い
て
取

り
上
げ
る
。
ま
ず
は
、
早
い
事
例
と
し
て
、
永
青
文
庫
『
和
傳
鷹
経
』
上
巻
（
資
料
番

号
3
‐
3
‐
44
）
に
見
え
る
当
該
説
話
を
以
下
に
挙
げ
る
。

・
墅
守
鏡
事

一
・
雄
略
天
皇
狩
し
給
ふ
時
、
御
鷹
う
せ
た
り
け
れ
ハ
、
墅
守
を
め
し
て
御
尋
有

け
る
に
、墅
鳥
畏
而
地
ほ
へ
守
て
此
木
の
上
に
御
鷹
有
し
と
申
け
れ
ハ
、い
か
て

か
地
を
ま
ほ
り
て
申
と
仰
あ
り
け
れ
ハ
、
前
に
あ
る
水
に
御
鷹
の
う
つ
る
と
申

け
り
。
御
鷹
飼
、
置
と
り
て
け
り
。
こ
れ
よ
り
墅
中
水
を
墅
守
の
鏡
と
も
い
ふ
。

　

・あ
る
哥
に

は
し
鷹
の
墅
守
の
鏡
え
て
し
よ
り
思
ひ
お
も
ハ
す
余
所
な
か
ら
見
ん

一
・
唐
に
箸
鷹
墅
と
云
墅
有
。
此
墅
を
守
鬼
有
。
行
来
の
人
を
取
喰
ふ
。
国
大

に
な
け
く
時
、国
王
兵
を
め
し
て
四
方
よ
り
火
を
放
て
せ
む
へ
き
よ
し
お
ほ
す
。

其
時
、
鬼
い
き
お
い
つ
き
て
し
き
り
に
お
こ
り
を
申
、
な
か
く
人
民
を
守
奉
る

へ
し
と
ち
か
い
て
、
ま
す
み
の
鏡
を
一
面
奉
る
。
此
鏡
、
御
守
と
な
る
へ
し
。

悪
心
の
忝
く
せ
ハ
此
鏡
の
面
に
其
後
う
つ
る
へ
し
と
申
て
奏
す
。
是
を
墅
守
の

鏡
と
云
。

秦
始
皇
の
鏡
に
つ
き
て
い
へ
る
事
よ
は
し
。
た
か
墅
大
和
こ
と
は
た
る
間
不
審

の
む
ね
、
右
に
書
の
せ
畢
・
廿
鳥
屋
鷹
事
・
七
峯
鈴
は
と
や
の
鷹
の
鈴
云
也

こ
の
『
和
傳
鷹
経
』
は
、
上
巻
の
奥
書
に
「
右
鷹
書
依 

上
意
所
令
書
写
進
上
之
如

斯
／
明
應
五
年
丙辰

閏
二
月
日
／
前
信
濃
守
神
貞
通
奉
」（
三
十
五
丁
裏
）、
下
巻
の
奥
書

に
「
右
鷹
書
依 
上
意
所
令
書
写
進
上
之
如
斯
／
明
應
五
年
丙辰

閏
二
月
日
／
前
信
濃
守

神
貞
通
奉
」（
五
十
三
丁
裏
）「
宝
暦
十
一
年
辛
巳  

以
宇
土
之
書
寫
之
」（
五
十
四
丁
表
）
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と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
名
前
が
見
え
る
「
前
信
濃
守
神
貞
通
」
と
は
、『
諏
訪

大
明
神
画
詞
』
を
制
作
し
た
諏
訪
円
忠
の
五
代
末
裔
に
当
た
り
、
室
町
幕
府
奉
行
人

を
務
め
た
京
都
諏
訪
氏
の
人
物
で
あ
る
。『
和
傳
鷹
経
』は
こ
の
よ
う
な
京
都
諏
訪
氏

所
縁
の
鷹
書
と
し
て
の
特
性
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
で
あ
る⑰
。
右
の
記
述
に
よ
る
と
、「
墅

守
鏡
事
」
と
す
る
項
目
の
第
一
条
に
雄
略
天
皇
の
狩
り
に
ま
つ
わ
る
例
の
野
守
鏡
の

由
来
譚
が
記
さ
れ
る
が
、
第
二
条
に
は
そ
れ
と
は
別
の
逸
話
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、唐
に
あ
る
「
箸
鷹
墅
」
と
い
う
野
を
守
っ
て
い
た
鬼
が
、通
行
人
を
と
っ

て
喰
ら
う
た
め
、
国
王
が
兵
を
以
て
四
方
か
ら
火
を
放
っ
て
攻
め
る
べ
く
命
を
下
し

た
と
こ
ろ
、
鬼
は
改
心
し
て
長
く
人
民
を
守
る
と
誓
い
を
立
て
て
、
真
澄
の
鏡
を
一

面
奉
っ
た
と
い
う
。
こ
の
鏡
は
御
守
で
、
悪
心
な
ど
の
人
の
心
を
映
す
も
の
で
あ
る

と
伝
え
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、秦
の
始
皇
帝
の
鏡
に
も
言
及
す
る
。
こ
う
い
っ
た『
和

傳
鷹
経
』に
見
え
る
雄
略
天
皇
の
御
狩
り
に
ま
つ
わ
る
野
守
の
鏡
由
来
譚
と
併
せ
て
、

鬼
の
献
上
し
た
鏡
を
野
守
の
鏡
と
す
る
逸
話
と
始
皇
帝
に
言
及
す
る
文
言
は
、
た
と

え
ば
『
袖
中
抄
』
第
十
八
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
の
歌
学
書
に
お
い
て
も
類
似
し
た

叙
述
が
散
見
す
る
。『
和
傳
鷹
経
』
の
野
守
の
鏡
説
話
は
、
こ
う
い
っ
た
歌
学
書
に

倣
っ
て
鷹
和
歌
に
詠
ま
れ
る
鷹
詞
の
解
説
を
試
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
少

な
く
と
も
、
当
該
説
話
を
流
派
独
自
の
秘
伝
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
鷹

術
口
訣
』
が
「
當
流
秘
傳
」
と
し
て
主
張
す
る
野
守
の
鏡
関
連
の
言
説
と
重
な
る
叙

述
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
両
書
の
間
に
伝
承
上
の
接
点
は
な
い
こ
と
が
推
察
さ

れ
よ
う
。

さ
て
、
野
守
の
鏡
説
話
は
先
行
の
歌
学
書
に
お
い
て
多
数
類
話
が
確
認
で
き
る
の

は
先
に
繰
り
返
し
た
通
り
で
あ
る
。
鷹
書
に
お
い
て
鷹
和
歌
と
関
連
し
て
引
用
さ
れ

る
事
例
が
あ
る
の
は
そ
う
い
っ
た
歌
学
書
類
の
影
響
が
大
き
い
所
以
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
『
龍
山
公
鷹
百
首
』⑱

に
見
え
る
以
下
の
よ
う
な
記
事
は
そ
の
代
表
的
な
も
の

と
言
え
よ
う
。

岡
の
べ
の
水
に
う
つ
ろ
ふ
手
放
し
の
鷹
や
野
守
の
鏡
な
る
ら
む

水
に
う
つ
ろ
ふ
は
。
鷹
の
か
げ
の
う
つ
る
體
也
。
野
守
の
子
細
不
及
注
之
。
但

他
流
の
説
多
し
と
い
へ
ど
も
。
當
流
に
は
不
用
之
。
當
流
之
説
に
は
野
中
な
る

水
を
い
ふ
也
。
昔
雄
略
天
皇
鷹
狩
し
給
け
る
に
御
鷹
う
せ
け
る
を
。
野
守
を
め

し
て
尋
て
ま
い
ら
せ
よ
と
勅
諚
あ
り
け
れ
ば
。
御
鷹
は
彼
木
の
う
へ
に
あ
り
け

る
と
申
け
れ
ば
。
い
か
で
と
て
是
を
叡
覧
と
。
奥
義
抄
に
も
委
し
る
せ
り
。
鷹

の
う
せ
る
時
。
し
ぎ
を
ふ
せ
る
と
云
事
あ
り
。
ふ
せ
様
お
ほ
し
と
い
へ
共
。
野

守
ふ
せ
と
云
事
あ
り
と
な
ん
。
野
守
し
き
共
云
歟
。

同
書
は
、
戦
国
時
代
の
公
家
で
あ
る
近
衛
前
久
著
が
著
し
た
鷹
和
歌
の
注
釈
書
で

あ
る
。
そ
の
奥
書
に
よ
る
と
、
豊
臣
秀
吉
と
徳
川
家
康
の
懇
望
に
よ
っ
て
前
久
が
執

筆
し
た
下
書
き
を
里
村
紹
巴
が
拝
領
し
、天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
六
月
十
七
日
に

書
写
し
た
も
の
と
い
う
。
右
掲
の
記
事
に
よ
る
と
、「
岡
の
べ
の
水
に
う
つ
ろ
ふ
手
放

し
の
鷹
や
野
守
の
鏡
な
る
ら
む
」
と
い
う
鷹
和
歌
の
注
釈
と
し
て
、
野
守
の
鏡
に
関

す
る
言
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
野
守
の
鏡
に
つ
い
て
は
他
流
の
説
が

多
く
あ
る
も
の
の
当
流
で
は
そ
れ
を
用
い
ず
、「
野
中
な
る
水
」
を
称
す
る
と
い
う
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
例
の
雄
略
天
皇
の
御
狩
り
に
ま
つ
わ
る
野
守
の
鏡
の
由
来
譚
を

挙
げ
、そ
れ
は
『
奥
義
抄
』
に
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
。
さ
ら
に
続
け

て「
鷹
の
う
せ
る
時
」の
鷹
詞
に
関
す
る
解
説
を
付
す
。
こ
こ
に
見
え
る
野
守
の
鏡
の

由
来
譚
は
、
他
の
類
話
と
比
較
し
て
話
型
や
モ
チ
ー
フ
な
ど
に
お
い
て
特
に
目
立
っ

た
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。
が
、そ
の
中
で
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、野
守
の
鏡
に
つ
い

て
「
他
流
の
説
」
と
「
當
流
之
説
」
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

場
合
の
他
流
・
当
流
が
何
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
野
守
の
鏡
に
関
す
る
言
説

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
流
派
の
位
相
を
示
す
伝
承
と
す
る
認
識
は
、
先
行
の
歌
学
書
や

『
鷹
術
口
訣
』
以
外
の
鷹
書
類
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
右
掲
の
『
龍
山
公
鷹

百
首
』
に
見
え
る
野
守
の
鏡
説
話
は
、
鷹
書
に
お
い
て
和
歌
説
話
か
ら
流
派
伝
承
に

変
容
し
た
比
較
的
早
い
事
例
と
み
な
せ
よ
う
。
た
だ
し
、
前
掲
の
『
和
傳
鷹
経
』
同

様
、『
龍
山
公
鷹
百
首
』
に
お
い
て
も
『
鷹
術
口
訣
』
が
「
當
流
秘
傳
」
と
し
て
主
張
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す
る
野
守
の
鏡
の
解
説
と
重
な
る
文
言
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
両
書
の
鷹
術
伝
承

に
お
け
る
直
接
的
な
影
響
関
係
や
つ
な
が
り
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
判
断
さ
れ
よ
う
。

次
に
、
仙
台
市
博
物
館
鷹
匠
佐
藤
家
文
書

NO.

48
『
廣
田
流
鷹
据
形
並

形
方
規

之
卷
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
見
え
る
。

一
尺
ト
云
字
ノ
事
。
野
守
ノ
鏡
三
十
六
ヶ
條
ト
云
。
其
意
味
ニ
云
。
又
ア
ラ
ハ

ニ
成
ル
ユ
ヘ
隱
シ
テ
尺
ノ
字
ヲ
入
テ
尺
ノ
字
ニ
意
味
持
セ
タ
ル
物
也
。
皆
爰
ニ

書
顯
ス
通
也
。
口
傳
ト
云
。
子
ハ
無
、
殘
書
顯
タ
ル
所
知
ル
故
、
口
傳
ト
シ
タ
ル

物
也
。
又
書
。
子
ハ
前
ニ
云
如
ク
。
後
世
ノ
人
ノ
見
ス
ル
ニ
成
ヌ
ユ
ヱ
ニ
、
皆

書
置
也
。
菟
角
野
ニ
馴
サ
ヘ
ス
レ
ハ
、
鷹
ノ
事
ハ
鷹
カ
拵
、
鳥
ノ
事
ハ
鳥
カ
教
ル

ト
云
事
也
。
故
ニ
野
ニ
第
一
守
カ
吉
。
是
野
守
鏡
ト
云

々
。

右
三
箇
之
口
訣
當
流
之
奥
秘
也
。
無
誓
約
不
可
有
他
見
他
言
者
也
。

　
　

 

　

廣
田
伊
賀
守
宗
綱

　
　
　
　
　

 
　

増
田
中
務
太
輔　

長
時

　
　
　
　
　

 

　

山
本
藤
右
衛
門

　
　
　
　
　

 
　

佐
藤
庄
右
衛
門

　
　
　
　
　

 

　

石
川
七
左
衛
門　

定
次

　
　
　
　
　

 

　

石
川
徳
治　

定
光
（
花
押
）

　
　

弘
化
三
丙

午

佐
藤
周
助
殿

右
掲
の
文
書
は
、『
鷹
術
口
訣
』
と
同
じ
く
仙
台
市
博
物
館
鷹
匠
佐
藤
家
文
書
に
含

ま
れ
る
鷹
書
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
書
名
の
通
り
、
廣
田
流
の
鷹
を
腕
に
据
え
る
方

法
や
鷹
を
獲
物
に
合
わ
せ
る
形
に
つ
い
て
の
作
法
の
記
事
を
中
心
に
掲
載
し
て
い

る
。
同
書
は
本
来
巻
子
だ
っ
た
も
の
が
、
糊
の
部
分
が
剥
離
し
て
、
合
計
六
枚
の
断

簡
状
に
な
っ
て
い
る
上
、
そ
の
一
部
が
欠
落
し
て
い
る
ら
し
く
、
継
ぎ
目
の
叙
述
に

齟
齬
が
見
ら
れ
る
箇
所
も
あ
る
。右
掲
の
記
事
は
文
書
の
末
尾
に
相
当
す
る
部
分
で
、

奥
書
に
は
廣
田
流
の
流
祖
で
あ
る
「
廣
田
伊
賀
守
宗
綱
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
増
田
中

務
太
輔　

長
時
」「
山
本
藤
右
衛
門
」「
佐
藤
庄
右
衛
門
」「
石
川
七
左
衛
門　

定
次
」

と
い
う
伝
系
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
後
に
は
、『
鷹
術
口
訣
』
と
同
じ
よ
う

に
、
弘
化
三
年
に
「
石
川
徳
治　

定
光
」
か
ら
「
佐
藤
周
助
」
に
伝
授
さ
れ
た
由
を

掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
奥
書
に
見
え
る
人
物
た
ち
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

山
本
藤
右
衛
門
を
除
い
て
皆
、
廣
田
流
と
所
縁
の
あ
る
仙
台
藩
士
で
あ
る
。
山
本
藤

右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
石
川
定
次
が
大
宮
流
を
学
ん
だ
鷹
師
で
あ
る
と
い
う
関
係
か

ら
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
挙
げ
た
当
該
文
書
の
記
事
は
、「
尺
」
と
い
う
字
に
つ
い
て
説
明

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
記
述
の
中
で
、
野
守
の
鏡
三
十
六
ヶ
條
に
尺
の
字
を
入

れ
て
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
野
守
の
鏡
に

つ
い
て
の
解
釈
は
、
前
掲
の
『
鷹
術
口
訣
』
に
見
え
る
「
野
守
ノ
鏡
三
十
六
ヶ
傳
ト

云
ヘ
キ
ヲ
三
十
六
尺
ト
云
ヘ
ル
」と
い
う
文
言
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。『
鷹
術

口
訣
』
に
見
え
る
野
守
の
鏡
に
関
す
る
言
説
は
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
の

他
の
文
献
に
見
え
る
類
話
と
比
較
す
る
と
特
殊
な
内
容
で
あ
る
。
類
似
す
る
用
例
と

し
て
は
、
右
掲
の
『
廣
田
流
鷹
据
形
並

形
方
規
之
卷
』
に
見
え
る
記
事
の
み
が
管

見
に
お
い
て
唯
一
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
仙
台
藩
以
外
に
伝
来
し

た
そ
の
他
の
吉
田
流
の
鷹
書
に
も
類
似
す
る
叙
述
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
の
み
な

ら
ず
、「
鷹
秤
之
傳
」「
四
十
八
之
傳
」
の
項
目
に
つ
い
て
も
、
仙
台
藩
以
外
に
伝
来

し
た
吉
田
流
の
鷹
書
に
は
類
似
す
る
記
事
が
存
在
し
な
い
。
佐
藤
家
で
は
、
独
自
の

言
説
を
吉
田
流
の
口
訣
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
佐
藤
家
文
書
に
含
ま
れ
る
文
献
に
お
い
て
、
吉
田
流
の
鷹
書
と
廣
田

流
の
鷹
書
の
鷹
術
伝
承
が
脈
絡
を
通
じ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
石
川
徳
治
・
定
光

か
ら
佐
藤
周
助
に
宛
て
て
発
行
さ
れ
た
仙
台
市
博
物
館
鷹
匠
佐
藤
家
文
書

NO.

50

『
広
田
流
鷹
術
許
状
』（
縦
20
・
0
㌢
×
横
50
・
0
㌢
）
が
示
す
よ
う
な
鷹
術
流
派
の
伝

授
の
実
態
が
影
響
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
同
文
書
の
全
文
を
掲
出
す
る
。

　
　
　
　

許
状
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廣
田
流
鷹
術
之
傳
並
吉
田
流
大
宮
流
鷹
術
之
極
意
、
別
紙
巻
物
之
通
、
不
残
令
相

傳
畢
。
猶
向
後
、
此
道
之
工
夫
無
怠
専
要
也
。
若
有
懇
堅
之
人
者
使
其
人
誓
約

而
以
可
傳
教
者
也
。
仍
許
状
如
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

石
川
徳
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

定
光
（
花
押
）

弘
化
三
丙
午
年　

六
月
吉
艮

　

佐
藤
周
助
殿

右
に
よ
る
と
、
石
川
徳
治
・
定
光
か
ら
佐
藤
周
助
に
「
廣
田
流
鷹
術
之
傳
並
吉
田
流

大
宮
流
鷹
術
之
極
意
」を
別
紙
巻
物
の
通
り
相
伝
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
石
川
徳
治
・

定
光
か
ら
佐
藤
周
助
に
伝
来
す
る
と
い
う
系
譜
は
、前
掲
の
『
鷹
術
口
訣
』『
廣
田
流

鷹
据
形
並

形
方
規
之
卷
』
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
佐
藤
家
文
書
に

含
ま
れ
る
も
の
以
外
の
廣
田
流
お
よ
び
大
宮
流
の
鷹
書
群
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派

内
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
同
士
に
限
定
し
た
叙
述
で
脈
絡
が
通
じ
る
言
説
が
見
え
る⑲
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
佐
藤
家
文
書
の
廣
田
流
・
吉
田
流
の
鷹
書
に
見
え
る
伝
承
と
は

異
な
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
廣
田
流
・
吉
田
流
・
大
宮
流
を
一
括
し
て

伝
授
す
る
と
い
う
事
例
は
仙
台
藩
以
外
で
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
鷹
術
流

派
の
伝
授
は
同
藩
独
自
の
慣
習
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
慣
習
が
広
ま
っ
た
所
以
と
し

て
は
、
仙
台
藩
の
鷹
匠
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
流
派
が
同
等
レ
ベ
ル
に
人
気
の

高
い
鷹
術
だ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仙
台
藩
の
藩
祖
で
あ
る
政
宗

所
縁
の
廣
田
流
と
徳
川
将
軍
家
所
縁
の
大
宮
流
・
吉
田
流
は
、
い
ず
れ
も
格
式
の
高

い
鷹
術
と
し
て
、
同
藩
の
鷹
匠
た
ち
の
需
要
が
高
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
人
気
流
派
に
対
応
し
て
、
石
川
家
お
よ
び
佐
藤
家
で
は
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て

伝
授
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
三
つ
の
流
派
が
一

括
し
て
伝
授
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
各
流
派
の
枠
を
超
え
て
テ
キ
ス
ト
間
の

言
説
が
交
錯
し
、
お
互
い
脈
絡
を
通
じ
る
伝
承
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
佐
藤
家
伝
来
の
吉
田
流
の
鷹
書
に
見
え
る
鷹
術
伝
承
の
言
説

は
、
異
な
る
流
派
の
鷹
書
同
士
で
脈
絡
が
通
じ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
で
は
、

同
じ
く
仙
台
藩
に
仕
え
た
他
の
鷹
匠
所
縁
の
吉
田
流
の
鷹
書
と
の
関
連
性
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
『
吉
田
流
聞

書
鷹
之
記
』「
諸
鷹
馴
付
之
部
巻
之
一
」
冒
頭
に
見
え
る
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
参
考

に
な
ろ
う
。

夫
、
鷹
鶻
は
天
地
の
間
の
奇
物
、
能
聚
鳥
を
征
す
故
に
、
天
公
大
人
之
を
愛
せ

す
と
い
ふ
事
な
し
。
仰
、
吾
朝
放
鷹
の
初
ハ
仁
徳
帝
四
十
三
年
九
月
、

依ヨ
サ
ノ
ミ
ヤ
ケ
ノ
ア
ニ
コ

網
屯
倉
阿
弭
古
、
異
キ
鳥
を
奉
る
。
乃
百
濟
の
王
子
、
酒
の
君
、
初
て
彼
鳥
を

和
泉
の
国
百
舌
鳥
墅
の
御
狩
に
据
出
て
多
く
の
雉
を
捉
た
り
〔
今
世
に
押
出
て

鷹
の
鳥
と
称
す
る
ハ
雉
な
り
。
是
、
最
初
の
例
な
り
〕。
是
を
鷹
狩
の
始
と
せ

り
。シ

カ
ツ

／
＼
よ
り
、
往
々
鷹
鷂
事
盛
な
り
。
代
々
の
朝
帝
、
此
儀
を
好
み
給
ひ
、

御
狩
あ
ま
た
度
な
り
。
古
し
へ
は
、
異
朝
よ
り
も
鷹
書
数
巻
を
渡
し
、
吾
朝
の

舊
記
に
も
鷹
成
録
、
日
来
記
、
三
考
傳
、
四
方
傳
等
、
其
外
家
／
＼
の
傳
書
多

く
し
て
、
鷹
人
の
古
例
と
せ
し
と
い
へ
と
も
、
近
世
、
彼
舊
書
、
世
に
す
く
な

に
し
て
、
一
読
を
得
る
こ
と
な
し
。
た
ま
／
＼
新
修
鷹
経
、
鷹
鶻
方
の
み
本
邦

に
兼
用
ル
と
い
へ
と
も
、和
法
に
あ
ハ
さ
る
事
あ
り
と
舊
記
に
み
へ
た
り
。
鷹
家

傳
来
の
口
决
四
十
八
鷹
の
傳
、
野
守
の
か
ゝ
み
、
鷹
秤
の
大
事
、
是
等
を
三
箇

の
秘
决
と
す
。
し
か
れ
と
も
、
此
事
、
近
世
傳
へ
知
る
も
の
な
し
。
し
か
る
に

當
流
鷹
術
の
傳
ハ
、
中
古
、
吉
田
の
何
某
と
い
ふ
人
、
放
鷹
を
好
ン
て
、
常
に
鷹

を
臂
に
し
て
、
唐
崎
大
納
言
政
頼
の
な
か
れ
を
汲
み
、
鷹
鷂
の
は
ら
わ
た
を
さ

く
り
て
、
此
道
の
丈
夫
鍛
錬
を
な
し
、
つ
ゐ
に
名
誉
を
あ
ら
ハ
す
。
故
に
、
其

傳
来
の
云
を
あ
つ
へ

（
め
カ
）、

今
、
吉
田
流
と
号
し
て
、
家カ

シ嗣
に
傳
ふ
申
る
事
、
し
か

な
り
。

本
書
は
全
三
十
巻
の
「
江
戸
中
期
末
、吉
田
流
鷹
術
の
継
承
者
の
手
に
な
る
も
の
」

と
さ
れ
る
鷹
書
で
、
第
十
一
冊
の
奥
書
き
に
は
「
田
代
彦
太
夫
」
と
見
え
、
さ
ら
に

第
十
六
冊
の
冒
頭
に
も
「
田
代
信
雄
」
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る⑳
。
先
述
の
よ
う
に
、
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「
田
代
彦
太
夫
信
雄
」
は
、
高
橋
喜
兵
衛
に
吉
田
流
鷹
術
を
学
ん
だ
仙
台
藩
士
で
、
伊

達
宗
村
時
代
の
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
掲
の
テ
キ
ス
ト
は
、
佐
藤
家
文
書
に
含

ま
れ
る
『
鷹
術
口
决
』
や
『
廣
田
流
鷹
据
形
並

形
方
規
之
卷
』
と
同
じ
く
仙
台
藩

内
で
伝
来
し
た
吉
田
流
の
鷹
書
と
判
断
さ
れ
る
。
た
だ
し
、同
書
に
お
い
て
佐
藤
家
・

石
川
家
と
関
わ
っ
た
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
来
が
異
な
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
右
の
記
事
で
は
ま
ず
冒
頭
に
「
天
公
大
人
」
が
鷹
を
好
む
由
を
述
べ
、
さ

ら
に
は
本
朝
に
お
け
る
放
鷹
の
由
来
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
四
十
三
年

（
三
五
五
）
九
月
一
日
条
の
要
約
の
よ
う
な
内
容
を
叙
述
す
る
。
す
な
わ
ち
、
仁
徳
帝

の
時
代
に
依
網
屯
倉
阿
弭
古
が
異
鳥
を
奉
る
と
、
百
済
の
王
子
で
あ
る
酒
君
が
、
和

泉
国
の
百
舌
鳥
野
で
初
め
て
の
鷹
狩
り
を
行
っ
て
多
く
の
雉
を
捉
え
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
叙
述
に
続
け
て
、
そ
れ
以
降
、
本
朝
で
は
鷹
狩
り
が
ま
す
ま
す
隆
盛

し
、
代
々
の
天
皇
に
好
ま
れ
た
と
す
る
。
ま
た
、
古
く
は
異
国
よ
り
鷹
書
が
数
巻
伝

来
し
、
本
朝
の
旧
記
に
も
「
鷹
成
録
、
日
来
記
、
三
考
傳
、
四
方
傳
等
、
其
外　
　

の
傳
書
」
が
多
数
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
鷹
匠
た
ち
の
古
例
と
し
て
い
た
が
、
近

世
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
旧
記
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
一
読
す
る
こ
と
が
叶
わ
な

く
な
っ
た
と
い
う
。
た
ま
た
ま
「
新
修
鷹
経
、
鷹
鶻
方
」
の
み
本
邦
に
あ
る
が
、
和

法
に
は
合
わ
な
い
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
鷹
の
家
伝
来
の
口
决
で
あ
る
「
四
十
八
鷹

の
傳
、
野
守
の
か
ゝ
み
、
鷹
秤
の
大
事
」
を
「
三
箇
の
秘
决
」
と
す
る
が
、
そ
れ
ら

を
近
世
に
お
い
て
伝
え
知
る
も
の
は
い
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、「
當
流
鷹
術
の
傳
」

に
つ
い
て
は
、
中
古
に
「
吉
田
の
何
某
と
い
ふ
人
」
が
放
鷹
を
好
ん
で
常
に
鷹
を
据

え
、
唐
崎
大
納
言
政
頼
の
流
れ
を
汲
む
鷹
術
を
鍛
錬
し
名
誉
を
得
た
と
い
う
。
そ
の

た
め
、
そ
の
流
派
伝
来
の
伝
え
を
集
め
、
今
そ
れ
を
吉
田
流
と
号
し
て
代
々
伝
え
る

も
の
で
あ
る
と
記
述
し
て
い
る
。

右
掲
の
記
事
は
、
本
朝
に
お
け
る
鷹
狩
り
や
鷹
書
の
歴
史
と
吉
田
流
の
鷹
術
お
よ

び
そ
の
伝
書
の
由
来
を
説
明
し
な
が
ら
、
当
該
書
が
〝
吉
田
流
の
鷹
書
〞
を
標
榜
す

る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
叙
述
の
中
で
、「
四
十
八
鷹
の

傳
、
野
守
の
か
ゝ
み
、
鷹
秤
の
大
事
」
の
三
つ
の
秘
訣
は
近
世
に
伝
え
知
る
も
の
が

い
な
い
と
す
る
。
実
際
、『
吉
田
流
聞
書
鷹
之
記
』
全
三
十
冊
の
本
文
中
に
お
い
て
、

「
四
十
八
鷹
の
傳
、
野
守
の
か
ゝ
み
、
鷹
秤
の
大
事
」
に
関
す
る
文
言
は
確
認
で
き
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
、
先
に
挙
げ
た
佐
藤
家
文
書
の
『
鷹
術
口
訣
』
で

廣
田
流
お
よ
び
吉
田
流
の
言
説
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
吉
田

流
聞
書
鷹
之
記
』
に
見
え
る
吉
田
流
の
鷹
術
伝
承
の
認
識
と
『
鷹
術
口
决
』
の
そ
れ

と
は
齟
齬
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
な
お
、
両
書
の
叙
述
に
お
け
る
そ
の

ほ
か
の
部
分
に
お
い
て
も
一
致
す
る
叙
述
は
確
認
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
佐
藤
家
に
伝
来
し
た
吉
田
流
の
鷹
書
は
、
同
じ
く
当
家
に
伝
来

し
た
異
な
る
流
派
の
鷹
書
と
連
動
す
る
鷹
術
伝
承
を
有
す
る
一
方
で
、
伝
来
経
緯
が

異
な
る
仙
台
藩
で
流
布
し
た
吉
田
流
の
鷹
書
と
の
間
で
は
乖
離
す
る
内
容
を
持
つ
こ

と
が
判
明
し
た
。
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
間
に
お
け
る
鷹
術
伝
承
の
流
動
性
は
、
仙

台
藩
に
お
け
る
吉
田
流
の
鷹
術
が
複
雑
に
展
開
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推

察
さ
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
に
お
い
て
、
中
近
世
期
に
お
け
る
武
家
の
放
鷹
文
化
隆
盛
の
支
柱
で
あ
っ
た

〝
将
軍
所
縁
の
鷹
術
流
派
〞の
ひ
と
つ
で
あ
る
徳
川
吉
宗
所
縁
の
吉
田
流
の
鷹
術
に
注

目
し
、
幕
府
の
影
響
か
ら
吉
田
流
の
鷹
術
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
仙
台
藩
伝
来
の

同
流
派
の
鷹
書
を
取
り
上
げ
、
そ
の
叙
述
内
容
を
検
討
し
た
。
具
体
的
に
は
、
仙
台

藩
の
鷹
匠
（
塒
頭
・
御
鷹
頭
）
を
代
々
勤
め
た
佐
藤
家
伝
来
の
吉
田
流
の
鷹
書
に
お
け

る
鷹
術
伝
承
に
つ
い
て
、
他
の
文
献
に
見
え
る
類
話
の
比
較
を
通
し
て
、
相
対
的
な

特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
当
該
テ
キ
ス
ト
に
見
え
る
吉
田

流
の
鷹
術
伝
承
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
和
歌
説
話
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
異
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な
る
極
め
て
特
殊
な
内
容
を
流
派
の
秘
伝
と
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う

な
秘
伝
と
類
似
す
る
用
例
が
確
認
で
き
る
の
は
同
じ
佐
藤
家
伝
来
の
他
の
流
派
す
な

わ
ち
廣
田
流
の
鷹
書
の
み
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
吉
田

流
と
廣
田
流
の
鷹
術
は
、
佐
藤
家
に
お
い
て
は
一
括
し
て
伝
授
さ
れ
る
慣
例
と
な
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
鷹
術
流
派
の
伝
授
の
実
情
は
、
他
に
類
を
見
な

い
。
な
お
、
同
じ
仙
台
藩
に
お
い
て
佐
藤
家
以
外
に
伝
来
し
た
吉
田
流
の
鷹
書
と
同

家
の
テ
キ
ス
ト
も
ま
た
、
そ
の
内
容
は
一
致
し
な
い
。

一
方
、
仙
台
藩
以
外
で
流
布
し
た
吉
田
流
の
鷹
書
に
は
、
公
儀
鷹
匠
に
伝
来
し
た

テ
キ
ス
ト
と
一
致
す
る
内
容
の
も
の
も
あ
る㉑
。
こ
う
い
っ
た
混
沌
と
し
た
吉
田
流
の

鷹
術
伝
播
に
よ
っ
て
展
開
す
る
文
化
事
象
の
実
相
に
つ
い
て
は
別
稿
に
期
し
た
い
。

注①　
宮
内
省
式
部
職
編
『
放
鷹
』
第
一
篇
「
放
鷹
」「
十
六　

鷹
の
流
派
そ
の
一
」「
十
七   

同
そ
の
二
」「
十
八　

蒙
求
臂
鷹
往
来
所
載
の
鷹
書
」「
十
九　

禰
津
流
の
傳
書
」「
二
十   

諏
訪
流
の
鷹
書
」「
二
十
一　

鷹
の
流
派　

そ
の
三
」（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
一
年

一
二
月
、
二
〇
一
〇
年
六
月
新
装
復
刻
）。

②　

二
本
松
泰
子
『
鷹
書
と
鷹
術
流
派
の
系
譜
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
八
年
二
月
）

な
ど
。

③　
『
放
鷹
』
第
一
篇
「
放
鷹
」「
三
十　

将
軍
家
鷹
匠
と
鷹
部
屋
」、
三
保
忠
夫
『
鷹
書

の
研
究
―
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
（
上
冊
）』
第
二
部
第
三
章
第
三
節
「
吉
田

多
右
衛
門
尉
家
元
、
吉
田
次
郎
三
郎
」（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
二
月
）
な
ど
。

④　

堀
田
幸
義
「
仙
台
藩
の
鷹
匠
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（「
鷹
・
鷹
場
・
環
境
研
究
」

VOL.
　

2
、
二
〇
一
八
年
三
月
）。

⑤　

注
④
堀
田
論
文
。

⑥　

仙
台
市
博
物
館
「
鷹
匠
佐
藤
家
写
真
帳
目
録
」、
三
保
忠
夫
『
鷹
書
の
研
究
―
宮
内

庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
（
上
冊
）』
第
二
部
第
三
章
第
三
節
「
吉
田
多
右
衛
門
尉
家

元
、
吉
田
次
郎
三
郎
」。

⑦　

注
②
に
同
じ
。

⑧　

注
④
堀
田
論
文
。

⑨　
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
之
十
四
（『
仙
台
叢
書
第
六
巻
』
所
収
、
鈴
木
省
三
編
、

一
九
二
四
年
九
月
、
仙
台
叢
書
刊
行
会
、
一
九
七
一
年
十
二
月
に
宝
文
堂
出
版
販
売
株

式
会
社
よ
り
新
装
復
刻
）。

⑩　

二
本
松
泰
子
『
鷹
書
と
鷹
術
流
派
の
系
譜
』
序
章
「
中
近
世
の
放
鷹
文
化
―
鷹
書
と

鷹
術
流
派
―
」、
二
本
松
泰
子
「
新
出
資
料
・
廣
田
宗
綱
の
鷹
書
に
つ
い
て
―
「
四
仏
」

の
言
説
を
端
緒
と
し
て
―
」（「
伝
承
文
学
研
究
」
第
六
十
七
号
、二
〇
一
八
年
八
月
）。

⑪　

注
⑩
に
同
じ
。

⑫　
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
之
十
二
。

⑬　

三
保
忠
夫
『
鷹
書
の
研
究
―
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
（
上
冊
）』
第
二
部
第

三
章
第
三
節
「
吉
田
多
右
衛
門
尉
家
元
、吉
田
次
郎
三
郎
」
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

⑭　

三
保
忠
夫
『
鷹
書
の
研
究
―
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
（
上
冊
）』
第
二
部
第

三
章
第
八
節
「
伊
藤
清
六
忠
厚
」。

⑮　

三
保
忠
夫
『
鷹
書
の
研
究
―
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
（
上
冊
）』
第
二
部
第

三
章
第
十
二
節
「
水
上
三
太
夫
昌
勝
、
水
上
楠
右
衛
門
昌
善
、
水
上
鐵
蔵
昌
言
」。

⑯　
『
続
群
書
類
従
第
十
七
輯
下
』
所
収
。

⑰　

二
本
松
泰
子
『
鷹
書
と
鷹
術
流
派
の
系
譜
』
第
一
編
第
一
章
「
信
仰
由
来
の
流
派
の

成
立
―
京
都
諏
訪
氏
の
鷹
書
―
」。

⑱　
『
続
群
書
類
従
第
十
九
輯
中
』
所
収
。

⑲　

二
本
松
泰
子
『
鷹
書
と
鷹
術
流
派
の
系
譜
』
序
章
「
中
近
世
の
放
鷹
文
化
―
鷹
書
と

鷹
術
流
派
―
」、
第
四
編
第
一
章
「
礼
法
家
に
よ
る
鷹
術
流
派
の
創
作
」。

⑳　

三
保
忠
夫
『
鷹
書
の
研
究
―
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
（
上
冊
）』
第
二
部
第

三
章
第
三
節
「
吉
田
多
右
衛
門
尉
家
元
、
吉
田
次
郎
三
郎
」。

㉑　

二
本
松
泰
子「
吉
田
流
の
鷹
書
と
鷹
術
伝
承
―
紀
州
藩
の
事
例
を
手
掛
か
り
に
し
て

―
」（「
グ
ロ
ー
バ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
第
三
号
、
二
〇
二
〇
年
九
月
刊
行
予
定
）。

【
付
記
】

本
研
究
は
、JS
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の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
長
野
県
立
大
学
准
教
授
）


